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In brief 

1. 厚生労働省で検討中の「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案要綱」の中から、

「同一労働同一賃金」の実効性を確保するための法整備（パートタイム労働法、労働者派遣法、労働契約

法改正法案）を中心にご紹介します。ただし、法案の整備・審議は次期通常国会以降になる見込みです。 

2. 確定拠出年金制度の掛金について複数月分をまとめて拠出することや、１年間分をまとめて拠出すること

が可能となります。 

 

In detail 

1. 働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案要綱について 

2017 年 9 月に「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案要綱」が厚生労働省から発表さ

れました。今回のニュースレターでは、Vol.37 （201７年 10 月発行）に引き続き、この「働き方改革を推進するた

めの関係法律の整備に関する法律案要綱」から、「雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保」を目的とする

パートタイム労働法、労働者派遣法、労働契約法改正案を中心にご紹介します。 

 

1) 短時間労働者・有期雇用労働者の不合理な待遇差を解消するための規定の整備（パートタイム労働法・労

働契約法） 

パートタイム労働法につき、以下のような改正が検討されています。 

① 法律名の変更 

パートタイム労働法(短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律)の名称が「短時間労働者及び

有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律」に変わります。 

② 定義 

「短時間労働者」とは、一週間の所定労働時間が同一の事業主に雇用される通常の労働者の一週間

の所定労働時間に比し短い労働者、「有期雇用労働者」とは、事業主と期間の定めのある労働契約を

締結している労働者であると定義されます。 

③ 基本理念 

「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律」の基本理念は、「短時間・

有期雇用労働者及び短時間・有期雇用労働者になろうとする者は、生活との調和を保ちつつその意

欲及び能力に応じて就業することができる機会が確保され、職業生活の充実が図られるように配慮さ

れるものとすること」とされます。 

https://www.pwc.com/jp/ja/cas-newsletter/assets/workforce-management-20171031-jp-37.pdf
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④ 不合理な待遇の禁止 

短時間・有期雇用労働者の基本給、賞与その他の待遇について、通常の労働者と間に相違がある場

合について、当該短時間・有期雇用労働者および通常の労働者の業務の内容や当該業務に伴う責

任の程度その他の事情を考慮し、その相違が不合理と認められるものであってはならないとする均衡

待遇の規定が整備されます。 

また、このパートタイム労働法の改正にあわせ、労働契約法の、期間の定めがあることによる不合理な

労働条件の禁止に関する規定(第 20 条)が削除されます。 

⑤ 差別的取扱いの禁止 

通常の労働者と同視すべき短時間・有期雇用労働者については、短時間・有期雇用労働者であるこ

とを理由として、基本給、賞与その他の待遇について、差別的取扱いをしてはならないとする均等待

遇の規定が整備されます。 

⑥ 賃金 

事業主は、短時間・有期雇用労働者の賃金を決定する際には、通常の労働者との均衡を考慮しつつ、

その雇用する短時間・有期雇用労働者の職務の内容、職務の成果、意欲、能力または経験等を勘案

し決定するように努めるものと規定されます。 

⑦ 福利厚生施設 

事業主は、通常の労働者に対して利用の機会を与える福利厚生施設で厚生労働省令で定めるもの

については、短時間・有期雇用労働者に対しても、利用の機会を与えなければならないと規定されま

す。 

 

   【参考】改正の背景について 

上記のパートタイム労働法改正の目的は、2016 年 12 月 20 日に政府が示した「同一労働同一賃金ガ

イドライン案」(Vol.33 （201７年 2 月発行）でもご紹介しています。) の実効性を担保するため、労働者が

裁判（司法判断）で救済を受けることができるよう、その根拠を整備することにあります。なお、「同一労

働同一賃金ガイドライン案」では、短時間・有期雇用労働者につき、次の場合における通常の労働者と

の待遇差について「問題となる例」「問題とならない例」を具体的に提示しています。 

a. 基本給について 

 基本給について、労働者の職業経験・能力に応じて支給しようとする場合 

 基本給について、労働者の業績・成果に応じて支給しようとする場合 

 基本給について、労働者の勤続年数に応じて支給しようとする場合 

 昇給について、勤続による職業能力の向上に応じて行おうとする場合 

 

b. 手当について 

 賞与について、会社の業績等への貢献に応じて支給しようとする場合 

 役職手当について、役職の内容、責任の範囲・程度に対して支給しようとする場合 

 業務の危険度または作業環境に応じて支給される特殊作業手当 

 交替制勤務等勤務形態に応じて支給される特殊勤務手当 

 精皆勤手当 

 時間外労働手当 

 深夜・休日労働手当 

 通勤手当・出張旅費 

 勤務時間内に食事時間が挟まれている労働者に対する食費の負担補助として支給

する食事手当 

 単身赴任手当 

 特定の地域で働く労働者に対する補償として支給する地域手当 

 

https://www.pwc.com/jp/ja/cas-newsletter/assets/workforce-management-20170228-jp-33.pdf
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c. 福利厚生について 

 福利厚生施設（食堂、休憩室、更衣室） 

 転勤者用社宅 

 慶弔休暇、健康診断に伴う勤務免除・有給保障 

 病気休職 

 法定外年休・休暇（慶弔休暇を除く）について、勤続期間に応じて認めている場合 

d. その他 

 教育訓練について、現在の職務に必要な技能・知識を習得するために実施しようとす

る場合 

 安全管理に関する措置・給付 

 

なお、本ガイドライン案は、国会審議を踏まえ、改正法案の施行時期に合わせて確定・施行される予定で

す。このため、現時点ではこのガイドライン案を守っていないことを理由に、行政指導等の対象になることは

ありません。 

 

2) 派遣労働者の不合理な待遇差を解消するための規定の整備（労働者派遣法関連：派遣先に関するものの

み紹介） 

法律案要綱では、以下について規定されています。 

① 派遣先事業主は、労働者派遣契約の締結にあたり、派遣元事業主に対し、派遣労働者が従事する

業務ごとに、比較対象労働者（派遣先事業主に雇用される労働者で、業務の内容および業務に伴う

責任の程度が派遣労働者と同一であると見込まれる者）の賃金その他待遇に関する情報を提供しな

ければならない。 

② また、派遣先事業主は、派遣労働者が従事する業務と同様の業務に従事する労働者に対し業務遂

行に必要な教育訓練を実施する場合には、当該派遣労働者に対してもその教育訓練を行う等必要な

措置を講じなければならない。また、労働者に対する福利厚生施設で一定のものについて、派遣労

働者に対しても利用の機会を与えなければならない。 

 

3) 労働者に対する待遇に関する説明義務の強化（パートタイム労働法、労働者派遣法） 

現行制度に既に規定されている部分も含みますが、今回の法改正により、事業主は、短時間労働者・有期

雇用労働者・派遣労働者のいずれに対しても、雇入れ時に、労働者に適用される待遇の内容等の本人に

対する説明義務を負うこととなります。また、雇入れ後に、短時間労働者・有期雇用労働者・派遣労働者か

ら求めがあったときは、比較対象となる労働者との待遇差の理由等について説明することが義務化されま

す。 

 

4) 行政による履行確保措置および裁判外紛争解決手続（行政 ADR）の整備 

不合理な待遇差、待遇に関する説明義務について、行政による履行確保措置および裁判外紛争解決手

段（行政 ADR）が整備されます。 

 

働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案要綱の詳細は、以下の厚生労働省ウェブサイト

でご確認ください。 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000177380.html 

働き方改革実現会議、働き方改革実行計画、同一労働同一賃金ガイドライン案の詳細は、以下の首相官邸ウェ

ブサイトでご確認ください。 

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/hatarakikata/ 

 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000177380.html
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/hatarakikata/
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2. 確定拠出年金制度の改正について(確定拠出年金法施行令関連：企業型年金に関するもののみ紹介） 

1) 掛金拠出の年単位化 

確定拠出年金の掛金は現行制度では月単位で拠出限度額が定められ、月単位で納付を行っていますが、

今回の改正では、12 月から翌年 11 月までの範囲を「企業型掛金拠出単位期間」とし、この 1 年間の「企

業型掛金拠出単位期間」を単位として事業主掛金および企業型年金加入者掛金を納付できることになりま

す。また、企業型年金規約で定めることにより、この「企業型掛金拠出単位期間」を区分し、当該区分した

期間ごとに掛金を納付することもできます。区分は月単位となりますが、例えば「1 年間を 12 区分とし、1 か

月分ごとに納付する」「1 年間を 3 区分とし、4 か月分ごとに納付する」等の設定が可能となります。例えば

これまで月単位の限度額が 5.5 万円だった場合、法改正以降は年 66 万円の範囲で１年間分をまとめて拠

出することや、複数月分をまとめて拠出することが可能となります。 

 

2) 納付が困難であると認められる場合の納付期限日等 

事業主が事業主掛金または企業型年金加入者掛金を納付期限日までに納付することが困難であると認め

られる場合として厚生労働省令で定める場合(施行規則で「災害その他やむを得ない理由があると認めら

れる場合」と規定されます。) は、当該事業主掛金または加入者掛金の納付期限日については、厚生労働

省令で定める基準 (施行規則で「理由のやんだ日から 2 か月以内において厚生労働大臣が定める日」と

規定されます。) に従い、企業型年金規約で定めるところにより、延長することができます。 

 

3) 施行日 

2018 年 1 月 1 日 

 

改正の詳細は以下の厚生労働省ウェブサイトでご確認ください。 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000181654.html 

 

 

  

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000181654.html
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PwC アウトソーシングサービス合同会社および PwC 社会保険労務士法人は、PwC 税理士法人および PwC 弁護士法人とも連携し、記帳代行、給与計算およ

び支払代行サービスなどのアウトソーシングサービスに加え、人事労務サービスおよびコーポレートセクレタリーサービスなど、より広範囲にわたるアウトソーシン

グサービスを提供いたします。 

PwC は、社会における信頼を築き、重要な課題を解決することを Purpose（存在意義）としています。私たちは、世界 158 カ国に及ぶグローバルネットワークに

236,000 人以上のスタッフを有し、高品質な監査、税務、アドバイザリーサービスを提供しています。詳細は www.pwc.com をご覧ください。 

本書は概略的な内容を紹介する目的のみで作成していますので、プロフェッショナルによるコンサルティングの代替となるものではありません。 

© 2017 PwC 社会保険労務士法人 無断複写・転載を禁じます。 

PwC とはメンバーファームである PwC 社会保険労務士法人、または日本における PwC メンバーファームおよび（または）その指定子会社または PwC のネットワ

ークを指しています。各メンバーファームおよび子会社は、別組織となっています。詳細は www.pwc.com/structure をご覧ください。 

Let’s talk 

より詳しい情報、または個別案件への取り組みにつきましては、当事務所の貴社担当者もしくは下記まで      

お問い合わせください。 

PwC 社会保険労務士法人  
〒100-6015 東京都千代田区霞が関 3 丁目 2 番 5 号 霞が関ビル 15 階 
電話 : 03-5251-9090 

http://www.pwc.com/jp/ja/tax/outsourcing/services/hr-consulting.html 
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